
（注） 職員や同居の家族に微熱、倦怠感、息苦しさや味覚症状等がある場合や濃厚接触者と判断される可能性が生じた場合などは、前広に総務課に連絡してください。

<部門長会議資料> 総務部総務課

自宅で健康観察

濃厚接触者と判断
された場合

同居の家族に微熱、倦怠感、
息苦しさや味覚症状等

入院

帰国者・接触者相談
センターに相談

PCR検査対象

微熱、倦怠感、息苦しさ
や味覚症状等がある場合

かかりつけの診療所
等に相談・診察

息苦しさ、強いだるさ、高熱など
の強い症状がある場合

PCR検査対象外

新型コロナウイルス感染症　対応フローチャート

かかりつけの診療所
等や帰国者・接触者相談
センターに相談・診察

療養解除 退院

職　　場　　復　　帰

家族がPCR検査

PCR検査対象外

家族が自宅で健康観察自宅や宿泊施設で療養

陽性（軽症等・無症状感染保有者）

陰性・無症状感染保有者 陽性（中等症以上）

主 治 医 等 の 判 断

陽 性

陰 性

主治医等の判断

【発熱などの症状がない場合で、主治医に相談のうえ職場復帰を。】

※退院基準

①発症日から1０日間経過し、かつ、症状軽快

後72時間（解熱後3日間）経過した場合（原則）

② 発症日から10日間経過以前に症状軽快後

にPCR検査（2回（24時間隔）連続陰性）

＊ 自宅や宿泊療養中の場合は①が解除基準

※無症状感染保有者の退院基準

①発症日（陽性確定に関する検体採

取日）から1０日間経過した場合

② 発症日から6日間経過後にPCR検査

（2回（24時間隔）連続陰性）

職員に発熱などの症状がなく、

家族がコロナウイルス感染症で

ないと家族の主治医が判断した

① PCR検査者は、検体採取

日から10日間の健康観察が

必要

②濃厚接触者と判断された

者は、接触した日から14日間

の健康観察が必要

退院・療養解除後も健康観察が必要


